
令和２年度 第２回 鹿児島県交通渋滞対策協議会 

 

議事概要 

 

１． 日 時 令和３年３月１９日（金）１０：００～１１：３０ 

 

２． 議   事 

１）これまでの検討経緯 

２）対策箇所の交通状況 

３）主要渋滞箇所の対策検討・立案 

４）官民連携による渋滞対策 

５）コロナ禍における交通状況 

６）コロナ禍の交通状況をふまえた渋滞対策 

７）次回鹿児島県交通渋滞協議会に向けた検討項目 

 

３． 議事要旨 

１）主要渋滞箇所の渋滞対策について 

● 主要渋滞箇所（１２３箇所）について、各機関で引き続き渋滞

対策の検討を行うとともに、モニタリング調査を継続すること

を確認した。 

● 令和２年度に実施した箇所及び令和３年度以降に実施予定の主

要渋滞箇所の対策について内容を確認した。 

２）官民連携による渋滞対策について 

● トラック・バス・タクシー事業者から要望のある渋滞箇所の対

策について引き続き検討することを確認した。 

● 令和３年度のピンポイント渋滞対策箇所として笹貫陸橋交差点

にて実施することを確認した。 

３）コロナ禍における交通状況について             

          ● コロナ禍において、通常期、緊急事態宣言中及び緊急事態宣言後

の交通状況（交通量や速度の変化）について確認した。 

４）コロナ禍の交通状況をふまえた渋滞対策ついて             

          ● 交通需要マネジメント（ＴＤＭ）施策の、対策候補箇所として、

「仮）国道 10 号脇元合流部交差点」「二軒茶屋交差点」の２箇所

を選定し、今後検討を進めていくことを確認した。 

 

以上 
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本日の進め方

1

１．これまでの検討経緯

７．次回鹿児島県交通渋滞協議会に向けた検討項目

３．主要渋滞箇所の対策検討・立案

２．対策箇所の交通状況

本日のポイント

コロナ禍の交通状況を踏まえ、交通需
要マネジメント（TDM）を検討
具体のTDM実施検討箇所を選定

ポイント３

５．コロナ禍における交通状況

ピンポイント対策

ポイント１・・・

・・・

４．官民連携による渋滞対策

６．コロナ禍の交通状況をふまえた渋滞対策

緊急事態宣言時の交通状況変化を
分析

・・・

ポイント２
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１．これまでの検討経緯
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鹿児島市エリア

その他エリア（姶良市・霧島市）

平川町交差点

産業道路南入口交差点

エリア

凡例

主要渋滞箇所数

当初 現在

129箇所 123箇所

集約区間数 箇所数

46区間
14箇所

（109箇所）

■ 鹿児島県内の主要渋滞箇所（一般道）

箇所：単独で主要渋滞箇所を形成

区間：交差点等が連担するなど、速度低下箇所が連続し
ており、複数の主要渋滞箇所を含む区間

主要渋滞箇所の状況

○鹿児島県内の主要渋滞箇所は、平成25年1月に129箇所を選定・公表。
○これまでの対策実施による渋滞改善により、６箇所の解除を行い現在123箇所が残存。
○県内の主要渋滞箇所の約9割が鹿児島市に集中。

（２）現在の主要渋滞箇所の状況

6箇所解除

解除済み箇所

加治木IC交差点

田上ランプ交差点

吉野町帯迫中央交差点

仮）東開町３交差点

鹿児島県内
１２３箇所

■ 主要渋滞箇所の市町別内訳

鹿児島市
106箇所

86%

姶良市
7箇所

6%

霧島市
6箇所

5%

その他
4箇所

3%

■ 主要渋滞箇所既解除箇所

H30年度に、主要渋滞箇所の特定解除フローについて見直し

交差点名 解除
年度 解除理由

平川町 H28 ・全方向で旅行速度20km/h以上
・渋滞発生無し（現地確認）産業道路南入口 H29

田上ランプ・加治木IC
吉野町帯迫中央・

仮）東開町３
R1

一部区間で旅行速度20km/h未満
・現地渋滞発生無し
・信号待ち2回以上の台数5%未満



２．対策箇所の交通状況

〇令和元年度までに１９箇所（灰色）について現地調査を実施済み、令和３年度は、４箇所（黄色）について現地調査を実施予定。
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現地調査の実施済み箇所（1/2）

平成25年1月以降に
整備された

主な道路事業

※主要渋滞箇所の交通状況に
影響があると思われる事業

1～3.鹿児島東西道路
(鹿児島IC～建部IC)

平成25年9月

【鹿児島市】

平川道路（4車線拡幅）
平成26年3月

N

9.和田坂歩道整備事業
（右折車線の延伸・歩道新設・拡幅）

平成27年12月

8.谷山地区連続立体
交差事業

平成28年3月

11.伊敷団地入口交差点改良
平成27年3月

6.南港南口交差点改良
平成27年2月

7.金属団地交差点改良
平成26年2月、
平成27年11月

5.中洲電停交差点改良
平成26年9月

4.武町交差点改良
平成28年5月

武町

建部神社前

中洲電停

南港南口

金属団地

清見橋北

和田坂

伊敷団地入口

武岡団地
西入口

田上橋

（１）平成25年1月以降の対策済み箇所（1/2）

9.和田坂交差点改良（右
折車線新設）
平成29年2月

南港

皇徳寺団地
東口

N
o.

路線 主要渋滞箇所名
ハード施策
【実施者】

ソフト施策
【実施者】

道路
管理者

完了
年次

現地調査
継
続

備
考R1.

8
R2.
3

R2.
8

１ 国道3号 建部神社前 鹿児島東西道路整備【直轄】 直轄 H25.9 ○ ○

２ 県道24号 武岡団地西入口 鹿児島東西道路整備【直轄】 県 H25.9 ○ ○

３ 県道24号 田上橋 鹿児島東西道路整備【直轄】 県 H25.9 ○ ○

４ 県道24号 武町
左折車線増設【県】
バスベイ新設【県】

県 H28.5 ○ ○

５ 県道24号 中洲電停
右折車線延伸【県】
左折車線増設【県】

県 H26.9 ○ ○

６ 県道217号 南港南口 左折車線の増設・延伸【県】 県 H27.2 ○ ○

７ 県道217号 金属団地
左折車線の新設【県】
右折車線の増設【市】

県
H26.2
H27.11

○ ○

８ 国道225号 清見橋北
谷山地区連続立体改良
（立体化）【市】

直轄 H28.3 ○ ○

９ 国道225号 和田坂
右折車線の延伸・歩道新設・拡幅
【直轄】
右折車線新設【県】

直轄
H27.12
H29.2

○ ○

１０ 県道210号 皇徳寺団地東口 県道小山田谷山線整備【県】 県 H30.1 ○ ○

１１ 国道3号 伊敷団地入口 右折車線の延伸【直轄】
カラー舗装
【直轄】

直轄 H27.3 ○ ○

１２ 国道225号 紫原団地入口 カラー舗装【直轄】 直轄 H31.3 ○ ○

１３ 県道217号 南港
ゼブラ消去による
右折車線延伸
【県】

県 H31.1 ○ ○

小計 4 7 2 13

13.南港交差点改良
平成31年1月10.県道小山田谷山線

平成30年1月

紫原団地入口

12.紫原団地入口交差点
カラー舗装

平成31年3月

※■：現地調査実施済み箇所：19箇所 ■：令和3年度現地調査実施箇所：４箇所
※緑：ハード施策、紫：ソフト施策

：主要渋滞箇所（対策済）

：主要渋滞箇所（未対策）

：解除済箇所

：主要渋滞区間

R元年度 対策実施済み箇所

N
o.

路線 主要渋滞箇所名
ハード施策
【実施者】

ソフト施策
【実施者】

道路
管理者

完了
年次

現地調査
備
考R3年度

２０ 県道21号 加治屋町
路面標示
（右折矢印）【県】

県 R1.6 ○

２１ 国道225号 谷山港区入口
路面標示（案内標識とあ
わせた標示）【直轄】

直轄 R2.3 ○

２２ 市道中洲通線 荒田
中央帯区画線縮小による
右折車線の延伸【市】

市 R1.11 ○

２３ 市道新栄16号線 仮）新栄町7
路肩縮小による
右折車線新設【市】

市 R2.2 ○

小計 4

合計 4

20.加治屋町交差点
路面標示

令和元年6月

22.荒田交差点改良
令和元年11月

23.仮）新栄町7交差点改良
令和2年2月

21.谷山港区入口交差点
路面標示

令和2年3月

加治屋町

荒田

仮）新栄町7

谷山港区入口



２．対策箇所の交通状況
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現地調査の実施済み箇所（2/2）

（１）平成25年1月以降の対策済み箇所（2/2）

【薩摩川内市】

N

永田橋

【奄美市】

川内駅

N

【姶良市】
加治木バイパス（4車線拡幅）

平成25年3月

N

加治木IC

日木山
加治木朝日町

平成25年1月以降に
整備された

主な道路事業

※主要渋滞箇所の交通状況に
影響があると思われる事業

永田橋交差点改良
平成26年9月

川内隈之城道路
平成27年3月

加治木団地入口

：主要渋滞箇所（対策済）

：主要渋滞箇所（未対策）

：解除済箇所

：主要渋滞区間

N
o.

路線 主要渋滞箇所名
ハード施策
【実施者】

ソフト施策
【実施者】

道路
管理者

完了
年次

現地調査 継
続

備
考R1.8 R2.3 R2.8

１４ 国道10号 加治木朝日町
加治木バイパス整備
（4車線化）【直轄】

直轄 H25.3 ○ ○

１５ 国道10号 日木山
加治木バイパス整備
（4車線化）【直轄】

直轄 H25.3 ○ ○

１６ 国道3号 川内駅
川内隈之城道路整備
【直轄】

直轄 H27.3 ○ ○

１７ 国道220号 札元269 串良鹿屋道路整備【県】 直轄 H26.12 ○ ○

１８ 国道58号 永田橋 左折車線の新設【県】
右折車線の
延伸【県】

県 H26.9 ○ ○

１９ 国道10号
加治木団地入口～
みろく

加治木バイパス整備
（4車線化）【直轄】

カラー舗装
【直轄】

直轄
H25.3
H31.2

○ ○

小計 0 5 1 6

合計 4 12 3 19

加治木団地入口～みろく
カラー舗装

平成31年2月

※■：現地調査実施済み箇所：19箇所
※緑：ハード施策、紫：ソフト施策

【鹿屋市】

札元269

N

串良鹿屋道路
平成26年12月



（２）道路用地内
での対策可否

車線運用の変更

⇒右折車線の延伸等
（中央ゼブラ活用）

道路用地内での改良

⇒左折車線の新設等

誘導表示の改善

⇒右折導流線の設置等
⇒路面標示

交通需要の抑制

⇒交通手段の変更（公共交通）
⇒時間の変更（時差出勤）
⇒利用経路の変更（料金施策）
⇒有料道路の利用促進（スマートIC・指宿スカイライン）等

○鹿児島エリアについては、現地調査結果を踏まえ 対策メニューの検討・立案を行う。

３．主要渋滞箇所の対策検討・立案

（３）用地買収の
可否

NO

YES

YES

NO

用地買収後、

交差点改良、現道拡
幅、バイパス整備等

＜短期対策（ピンポイント対策）＞

＜ソフト対策＞

（１）渋滞要因の整理

⇒交通需要過多
（容量超過）

⇒阻害要因
（容量低下）

6

◆阻害要因がある（イメージ）

◆交通需要過多（イメージ）

主要渋滞箇所

＜中長期対策（ハード対策）＞

（１）鹿児島エリアの渋滞対策検討（案）

・笹貫陸橋（国）

・木之房（県）
・山田（県）
・玉里団地入口（市）
・玉江橋西口（市）

令和２年度
実施箇所

・東岩原（国）

・仮）山田下（県）

令和３年度以降
実施予定箇所

・谷山駅周辺地区

・（都）新町線２
街路事業

令和２年度実施箇所

右折車両による直進
阻害により容量低下

交通集中等
で容量超過



３．主要渋滞箇所の対策検討・立案

（２）令和2年度対策実施箇所 国道10号 東岩原交差点

N

≪位置図≫ ≪説明図≫

対策前

対策後

≪広域図≫

鹿児島県

姶良市

鹿児島県姶良市
国道10号

至

鹿
児
島
市

至

都
城
市

主要渋滞箇所

至 熊本県

57

446

465

東岩原交差点

42
55

467

391

写真

至 鹿児島市

◆右折車両の滞留による
直進車両の阻害が発生

至 鹿児島市

至 霧島市

Ｎ

東岩原交差点

至 加治木団地入口交差点

至 国道１０号
加治木町木田交差点

至

霧
島
市

Ｎ

交差点のコンパクト化
（停止線の前出し）

東岩原交差点

至 加治木団地入口交差点

至 国道１０号
加治木町木田交差点

右折導流線の設置
導流帯の更新（引き直し）

≪対策実施状況≫ ≪対策効果≫

対策前 対策後

至

霧
島
市

交差点のコンパクト化（停止線の前出し）
右折導流線の設置、導流帯の更新（引き直し）

【対策】

7

写真①

5m前出し

R3.2完了

写真② 1時間毎の右折台数が平均19台増加し、滞留による阻害状況の発生回数は6回減少

対策前：R2.10/1(金)7:00～19:00 対策後：R3.3/3（水）7:00～19:00

右折車両滞留による
後続車阻害状況の
発生回数が6回減少

右折台数が
1時間換算で平均19台増加



≪位置図≫

≪広域図≫

や ま だ し も

≪対策実施状況≫

対策前 対策後

鹿児島県

鹿児島市

仮）山田下
交差点

N

仮）山田下交差点

225

225

至 中山小

至 山田交差点

（３）令和2年度対策実施箇所 （（県）小山田谷山線 仮）山田下交差点）

３．主要渋滞箇所の対策検討・立案

8

写真①

◆左折車両の滞留による
直進車両の阻害が発生

仮）山田下交差点

至

山
田
交
差
点

至

中
山
小

至 国道225号

Ｎ

：左折交通

：直進交通

≪説明図≫

対策前

対策後

≪期待される効果≫

●左折専用車線（2車線）の新設により、交差点内の交通容量が

増加することで、渋滞の緩和が期待される

仮）山田下交差点
至

山
田
交
差
点

至

中
山
小

至 国道225号

◆左折車線の新設（２車線）

延長L≒30m

2車線拡幅

R3.3完了予定

写真②

：右折交通



至 鹿児島市

至 枕崎市

右折車線の延伸【対策】

（４）令和3年度対策予定箇所 国道225号 笹貫陸橋交差点

9

Ｒ3年度実施予定

鹿児島県

《位置図》①

国道225号
笹貫陸橋交差点

N

笹貫陸橋
交差点

鹿児島市

対策前対策前

対策後(イメージ)対策後(イメージ)

《位置図》②

225

225

至 鹿児島市

方向①

方向②
笹貫陸協
交差点

Ｎ

至

谷
山i

イ
ン
タ
ー
方
面

方向③

至 枕崎市

＜課題＞
■２車線区間が短いため滞留が発生

＜対策方針＞
■下り線2車区間の延伸（中央ゼブラを活用）

約80m⇒約190m

課題・対策方針

至

枕
崎
市

至

鹿
児
島
市

Ｎ

225
225

断面：直進車両 笹貫陸橋
交差点

◆２車線区間が短く滞留が発生

2車区間 L≒ 80m

2車区間 L≒190ｍ

至

鹿
児
島
市

至

枕
崎
市

225
225

【断面図】 2車区間の延伸

（対策前） （対策後）

0.53
路肩

3.25m
本線

2.16m
ゼブラ

1.02
路肩

3.30
本線

0.44
路肩

2.75m
本線

2.75m
本線

1.02
路肩

3.30
本線

断面

Ｎ

笹貫陸橋
交差点

：直進車両

方向③

写真

３．主要渋滞箇所の対策検討・立案

2車区間の延伸（Ｌ≒110ｍ）



至 牧園

至 隼人東IC

３．主要渋滞箇所の対策検討・立案

10

鹿児島県

霧島市

木之房
交差点

交差点改良による右折車線(滞留長)の延伸【対策】

（５）令和3年度対策実施箇所 （国道223号、日当山敷根線 木之房交差点）

R３年度完了予定

《位置図①》

方向③

方向④

方向①

木之房交差点

Ｎ

至 牧園

至

日
当
山

至

霧
島
市
街
地

N

木之房交差点

課題・対策方針

《位置図②》

方向②

対策後(イメージ)対策後(イメージ) ：右折交通：直進交通

：右折交通：直進交通

223

方向②

223

至 隼人東IC

右折車の滞留による直進阻害状況

＜課題＞
■右折車両の滞留により直進車両の阻害が発生

＜対策方針＞
■交差点改良による右折車線（滞留長）の延伸

至 霧島市街地

至 日当山

至 牧園

至 隼人東IC

◆右折車両の滞留による
直進車両の阻害が発生

右折車線の延伸（Ｌ≒38m）
交差点改良（拡幅）

至 霧島市街地

至 日当山

至 牧園

至 隼人東IC

対策前対策前

方向① 方向②

方向③

方向④

右折車線 L≒72m

右折車線 L≒34m



３．主要渋滞箇所の対策検討・立案

右折車線の延伸【対策】

（６）令和3年度対策実施箇所 （ （県）永吉入佐鹿児島線 山田交差点）

11

《位置図》①
N

山田
交差点

鹿児島県

山田交差点

鹿児島市

対策前対策前
Ｎ 山田交差点

至 谷山方面

県道 永吉入佐鹿児島線

対策後(イメージ)対策後(イメージ) ：右折交通：直進交通

：右折交通：直進交通

◆右折車両の滞留により，
直進車両の阻害が発生

至
鹿
児
島
市
街
地

至

松
元
方
面

Ｎ 山田交差点

至 谷山方面

県道 永吉入佐鹿児島線

至
鹿
児
島
市
街
地

至

松
元
方
面

《位置図》②

225

225

＜課題＞
■右折車両の滞留により，直進

車両の阻害が発生

＜対策方針＞
■右折車線の延伸による直進
阻害の抑制。

課題・対策方針

至 鹿児島市街地

方向①

方向②

山田
交差点

Ｎ

至

松
元
方
面

方向③

写真①

至 谷山方面
至

鹿児島市街地

至 松元方面

至 谷山方面

写真②

至 谷山方面

◆右折車線の延伸
（L≒25ｍ）

至
鹿児島
市街地

右折車線 L≒30m

右折車線 L≒ 55m

R３年度完了予定



（７）令和3年度以降対策予定箇所 市道 アリーナ中央通線 玉江橋西口交差点

Ｒ3年度以降実施予定

鹿児島県

《位置図》①

市道 アリーナ中央通線
玉江橋西口交差点

N

玉江橋西口
交差点

鹿児島市

《位置図》②

3

10

→至 国道3号方面

至 鹿児島中央駅方面

至 国道３号

方向②

玉江橋西口
交差点

Ｎ

方向③

方向⑤

写真

＜課題＞
■右折車の滞留により直進阻害が発生

＜対策方針＞
■右折専用車線の延伸

約30m⇒約60m

課題・対策方針

右折専用車線の延伸【対策】

【断面図】 右折専用車線の延伸

（対策前） （対策後）
3.6m
本線

2.4m
ゼブラ

4.5m
歩道

3.0m
本線

4.5m
歩道

3.0m
本線

3.0m
本線

4.5m
歩道

3.0m
本線

対策前対策前 至

国
道
３
号

断面

4.5m
歩道

方向④

方向①

方向⑥

方向⑦

至 鹿児島中央駅方面

⽟江橋⻄⼝
交差点

：右折車両

：直進車両

至 鹿児島中央駅

Ｎ

◆右折車の滞留により
直進阻害が発生

至

国
道
３
号

⽟江橋⻄⼝
交差点

：右折車両

：直進車両

至 鹿児島中央駅

Ｎ

対策後(イメージ)対策後(イメージ)

1.0m
路肩

1.0m
路肩

1.0m
路肩

1.0m
路肩

12

３．主要渋滞箇所の対策検討・立案



（８）令和3年度以降対策予定箇所 市道 冷水線 玉里団地入口交差点

Ｒ3年度以降実施予定

鹿児島県

《位置図》①

市道 冷水線
玉里団地入口交差点

N

玉里団地
入口交差点

鹿児島市

《位置図》②

3

10

至 国道3号方面

至 国道10号方面

至 玉里団地・県道鹿児島蒲生線

方向①

玉里団地入口
交差点

Ｎ

至

国
道
３
号
方
面

方向②

方向③

写真

至

国
道
10
号
方
面

＜課題＞
■右折車の滞留により直進阻害が発生

＜対策方針＞
■右折専用車線の延伸

約65m⇒約85m

課題・対策方針

右折専用車線の延伸【対策】

至

国
道
10
号

Ｎ

◆右折車の滞留により直進阻害が発生

【断面図】 右折専用車線の延伸

（対策前） （対策後）
4.0m
本線

1.5m
ゼブラ

3.0m
歩道

3.5m
本線

3.0m
歩道

3.25m
本線

2.75m
本線

3.0m
歩道

3.0m
本線

対策前対策前

至

国
道
３
号 ⽟⾥団地⼊⼝

交差点

：右折車両：直進車両

断面

至

国
道
10
号

Ｎ

至

国
道
３
号 ⽟⾥団地⼊⼝

交差点

：右折車両：直進車両

断面

対策後(イメージ)対策後(イメージ)

3.0m
歩道

13

３．主要渋滞箇所の対策検討・立案



３．主要渋滞箇所の対策検討・立案

（９）中長期対策実施箇所 （都）南清見諏訪線（谷山駅周辺地区土地区画整理事業）

区画整理事業Ｒ6年度までに完了予定

新永田橋交差点
(R2.5.30 十字路交差点として供用開始)

谷山駅前広場 谷山駅前
交差点

南清見交差点
(H30.3.3 供用開始)

(都)辻之堂本城線

： 主要渋滞箇所

： 土地区画整理事業区域

新永田橋
交差点

谷山駅周辺地区航空写真（令和２年９月撮影）

↓
 

至

谷
山
イ
ン
タ
ー

↑
 

至

鹿
児
島
市
街
地

(都)南清見諏訪線：
（R2.7月末に供用開始）

← 谷山インター 国道225号 →

写真① 写真②
写真③

↑ 谷山インター

↓ 国道225号

国道225号

↓ 谷山インター

↑ 笹貫陸橋

14



３．主要渋滞箇所の対策検討・立案 Ｒ２.７(都)南清見諏訪線完了

《位置図》① 《位置図》②

至 谷山インター方面

至 国道225号方面

ＪＲ谷山駅

方向②

谷山駅前
交差点

Ｎ

至

谷
山
イ
ン
タ
ー
方
面

方向③

方向①

写真
至

鹿
児
島
市
街
地
方
面

＜対応方針＞
■(都)南清見諏訪線の7月開通により、主要渋滞箇所である谷山

駅前交差点の交通の流れが変わるため、谷山駅前交差点と南
清見交差点の両交差点のモニタリングを実施し、主要渋滞箇所
の取り扱いについて今後検討する。

課題・対策方針

谷山駅周辺地区土地区画整理事業【対策】

Ｎ

【断面図】

（対策前）(市)春日線 （対策後）(都)南清見諏訪線

6.0m
5.5m
歩道

3.0m
本線

3.0m
本線

5.5m
歩道

3.0m
本線

対策前対策前
至

谷
山
イ
ン
タ
ー

対策後対策後

鹿児島県

国道225号
谷山駅前交差点

N

谷山駅前
交差点

鹿児島市

225

225

至 枕崎市

方向④

225

⾕⼭駅前交差点

至 鹿児島市街地

至 枕崎市

ＪＲ⾕⼭駅

（９）中長期対策実施箇所 （都）南清見諏訪線（谷山駅周辺地区土地区画整理事業）

新永⽥橋交差点

断面

Ｎ

至

谷
山
イ
ン
タ
ー

⾕⼭駅前交差点

至 鹿児島市街地

至 枕崎市

ＪＲ⾕⼭駅

断面

(市)春⽇線

225

225

南清⾒交差点
(新設)

0.5m
路肩

0.5m
路肩

(都)南清⾒諏訪線

(都)南清⾒諏訪線 新永⽥橋交差点

(都)南清⾒諏訪線

(都)南清⾒諏訪線
(開通予定箇所)

(市)春⽇線
※(都)南清⾒諏訪線）に統合

15

225

225



３．主要渋滞箇所の対策検討・立案 （都）新町線２はＲ２．１２完了

至 大隅半島

写真①：向花五差路の渋滞状況

至 空港

鹿児島県霧島市
(一)日当山敷根線

整備後
至 空港

令和2年12月開通

至 大隅半島

《位置図》

６０

223

日当山敷根線

写真①

《広域図》
↑至 空港

↓至 大隅半島

《期待される効果》

● 街路事業「新町線２」によりバイパス整備が行われたことで，交通量が
分散され渋滞箇所の通過交通量が減少し，渋滞の緩和が期待される。

ＪＲ日豊本線

↑至 空港

↓至 大隅半島

(一)日当山敷根線

渋滞区間

向花五差路

仮)国分中央高校前
バス停付近

国分市川跡

街路事業令和2年12月21日開通

(都)新町線２ Ｌ=500ｍ

説明図

凡例（大隅半島から空港方面へ）
：従来の交通ルート
：対策後の交通ルート
：主要渋滞箇所

踏切

(一)日当山敷根線

第一工業大学

む け

かわと

（１０）中長期対策実施箇所 （都）新町線２街路事業（バイパス＆ＪＲ立体交差化）

16

写真②
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４．官民連携による渋滞対策

ソフト・ハードを含めた対策の検討・実施

・円滑な渋滞対策の立案・実施を実現

・最新交通データによる渋滞状況検証
・交通状況に対する専門的見地からの検証

渋滞対策協議会における議論

・地域の課題を共有することで道路管理者と
道路利用者間での議論を促進

引き続き、トラック・バス等事業者から見た渋滞箇所の対策を実施予定

＜トラックが渋滞に巻き込まれている状況＞

＜バスが渋滞に巻き込まれている状況＞

○人・物の輸送の効率化を図るため、渋滞対策協議会とトラックやバス等の利用者団体との連携を強化し、利用者目線で対策箇所を特定した上で、
即効性のある渋滞対策を実施。

（１）官民連携による渋滞対策について

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
等
に
よ
る
検
証

利用団体と連携
（トラックやバス、

タクシー・ハイヤー、
観光協会等

地域の主要渋滞箇所の
特定・見直し
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４．官民連携による渋滞対策

（２）道路整備促進に対する要望箇所一覧

トラック事業者 バス業者

国道3号 ドウワキ自動車販売(有)付近交差点 「削除」
国道3号 荘交差点 「削除」
国道3号 小山田町交差点
国道3号 伊敷団地入口交差点～平田橋交差点
国道3号 R328バイパス入口交差点 「追加」
国道10号 牧之原交差点
国道10号 隼人町小浜～加治木町東岩原

国道10号 加治木本町交差点付近
国道10号 加治木向江町交差点
国道10号 みろく交差点
国道10号 重富付近
国道10号 姶良市脇元付近
国道10号 三船交差点
国道10号 花倉付近
国道10号 仙巌園前交差点付近
国道10号 城山入口交差点～清水町交差点
国道220号 笠野交差点付近

国道225号 天保山大橋～郡元町交差点
国道225号～県道217号 競技場前交差点～製材団地交差点

国道225号 産業道路入口交差点
国道225号 脇田橋付近
国道225号 笹貫陸橋交差点 「追加」

国道447号 六月田上交差点

県道20号 郡元電停交差点
県道24号 鹿児島中央駅南交差点付近
県道24号 武町交差点

県道24号 (鹿児島東市来線) 中洲電停交差点～鹿児島市道中洲通線
荒田交差点

県道35号 春山交差点
県道214号 旧中央市場前交差点
県道217号(鹿児島市産業道路) 南小前交差点付近
県道217号(鹿児島市産業道路) 東開町交差点
県道217号(鹿児島市産業道路) 南警察署前交差点
県道217号(鹿児島市産業道路) 南栄1丁目交差点付近
県道217号(鹿児島市産業道路) 卸本町交差点
県道217号(鹿児島市産業道路) 全線
県道219号(鹿児島市産業道路) 交通安全教育センター前交差点付近
県道219号(鹿児島市産業道路) 南栄6丁目2交差点
県道219号(鹿児島市産業道路) 鹿児島ふるさと物産館付近交差点
中山バイパス 希望ヶ丘団地入口交差点
【県外の道路】国道10号 都城市内
【県外の道路】国道10号 平江交差点付近(都城市)
【県外の道路】国道220号 源藤交差点付近(宮崎市)

国道10号 竜ヶ水交差点～仙巌園前交差点
国道10号 清水町交差点～仙巌園前交差点
国道3号 平田橋交差点～下伊敷交差点
国道225号 二軒茶屋交差点～真砂入口交差点
国道225号 産業道路入口交差点～大学病院入口交差点

国道10号 磯～三船病院付近
県道16号 吉野
県道24号 伊集院
県道35号 武小学校前交差点～武町交差点
県道25号 堅馬場交差点付近、国道10号に向かって渋滞
県道21号 加治屋町交差点、天文館から国道3号へ右折渋滞

県道605号 海上保安部前
国道58号 永田橋交差点付近

ハイヤー・タクシー事業者

国道3号 平田橋交差点付近
国道3号 下伊敷交差点付近
国道3号 新上橋交差点付近
国道10号 仙巌園前交差点～竜ケ水交差点
国道225号 天保山大橋交差点付近
国道225号 産業道路入口交差点付近
国道225号 谷山港区入口交差点

県道24号 中洲電停交差点付近
県道24号 建部神社前交差点～鹿児島市道中洲通線
荒田交差点

右折車線延伸（H30年度 南港）

左折車線の増設・延伸（H26年度 南港南口）

左折車線の新設、右折車線の増設

（H25～26年度金属団地）

路面標示（R元年度 加治屋町）

カラー舗装（H30年度 紫原団地入口）

※太字斜体：要望箇所の変更箇所
緑字箇所：H25～R元年度対策実施箇所
赤字箇所：R2年度対策実施予定箇所
青字箇所：R3年度対策実施予定箇所

左折車線増設、バスベイ新設（H28年度 武町）

右折車線延伸、左折車線増設（H26年度 中洲電停）

右折レーンの延伸（R元年度 荒田）

右折車線の延伸、左折車線の新設

（H26年度 永田橋）

左折車線増設、バスペイ新設（H28年度 武町）

右折車線延伸、左折車線増設（H26年度 中洲電停）

右折レーンの延伸（R元年度 荒田）

路面標示（R元年度 谷山港区入口）

車線運用変更・カラー舗装（ H28年度 笠野）

右折車線の延伸・右折導流線設置

（R2年度 東岩原）

下り車線２車区間の延伸（R3年度 笹貫陸橋）

：今回対策追加箇所



水引

出水境

末吉下井

鹿児島

脇元

平川

中川

喜入

串木野

〇鹿児島県において緊急事態宣言発令に伴い一般国道における前年比交通量が減少。緊急事態宣言解除後は回復傾向で、前年比約９５％まで回復
〇小型車交通量は、平日で前年比最大１８％減少。連休（ゴールデンウィーク）において前年比最大３７％減少
〇大型車交通量は、緊急事態宣言発令後に前年比最大１３％減少したが、概ね横ばいの傾向

５．コロナ禍における交通状況

19

 トラカン交通量観測位置

:一般国道３号（出水境、水引、中川）
：一般国道１０号（脇元、下井、末吉）
：一般国道２２５号（平川）
：一般国道２２０号（垂水、海道、永吉）
：一般国道２２４号（桜島）
：観測データ欠損有；串木野（国道3号）

、鹿児島（国道10号）、喜入（国道225号）

全国39県（鹿児島県を
含む）の緊急事態宣言

4/16宣言 5/14解除

小型車の休日
最大37%

交通量減少

※国道３号（出水境、水引、中川）、国道１０号（脇元、下井、末吉）
国道２２５号（平川）、国道２２０号（海道、垂水、永吉）、国道２２４号
（桜島）を対象に2020年と2019年のトラカンデータ同時期を比較

7都府県の緊急事態宣言

4/7宣言 5/25解除
九州地方知事会による呼びかけ

①5/25～5/31に県境を越えた
不要不急の移動を避けること

②6/1～6/18までの緊急事態宣言解除
間もない区域への県境を越えた移動を
慎重にすること

6/1

① ②

※連休：2019年および2020年のGW５日分（開始後
2日と終了前3日分）を比較

※連休明け：2019年および2020年のGW明け平日
2日分を比較

6/18

緊急事態宣言解除後は
元水準に向け回復傾向

10月は前年比
約９５％まで回復

緊急事態宣言発令
後に交通量減少

GW

：平日の小型車交通量

：休日の小型車交通量

：大型車交通量

前年比（％） 大型車の休日
最大13%

交通量減少

小型車の平日
最大18%

交通量減少

（１）鹿児島県における一般国道の交通量推移（前年比）

桜島

垂水

海道
永吉

※2019年の4月4週目の休日はGW

97.2%

97.0%



５．コロナ禍における交通状況

（２）鹿児島県の主要渋滞箇所１２３箇所における速度分布の変化

20

＜平日夕ピーク：17:00～19:00＞

●主要渋滞箇所123箇所の全方向の速度分布（265方向）

※ETC2.0データに欠損がある方向は含まない

＜平日朝ピーク：7:00～9:00＞

〇主要渋滞箇所における全方向の速度分布に関して、緊急事態宣言中に20km以上となる箇所が8～16ポイント増加し、速度向上が見られる
〇一方で、緊急事態宣言解除後（R2.10）には通常期と同様の速度分布に戻っている。

○分析対象データ：ETC2.0データ
・通常期:2019.3/1～2020..2/29
・緊急事態宣言発令期:2020.4/17～5/14
・緊急事態宣言発令後： 2020.10/1～10/31

＜休日：7:00～19:00 ＞

32%→40% 23%→39% 37%→52%40%→31% 39%→22% 52%→33%

＋８
ポイント

－９
ポイント ＋１６

ポイント
－１７

ポイント ＋１５
ポイント

－１９
ポイント

21％ 14％
22％ 28％

17％
28％ 20％ 10％ 18％



５．コロナ禍における交通状況

〇緊急事態宣言発令に伴い、国道3号・10号・225号などで平均旅行速度5km以上の向上が見られる。
〇平均旅行速度5km/h以上の向上が見られた国道3号・10号・225号の主要渋滞箇所付近では、平日朝・夕ピーク・休日の交通量が１～２割減

※緊急事態宣言中
（2020.4/17～5/14）と
通常期（2019.4/1～5/31）の
ETC2.0データから平均旅行
速度を比較

（３）緊急事態宣言中の国道3号・10号・225号における速度と交通量の変化

＜平日夕ピーク：17:00～19:00＞＜平日朝ピーク：7:00～9:00＞

225

3

緊急事態宣言中の
交通量変化

225

3

①

②
③

①

②
③

①

②③

3

225

＜休日：7:00～19:00＞

②国道10号 仙巌園前交差点

▽トラカン設置位置
①国道225号 産業道路入口交差点

③国道3号 鹿児島北IC交差点

通常期の８７％
まで減少（１３％減）
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緊急事態宣言中の
速度変化

通常期の８９％
まで減少（１１％減）

通常期の７６％
まで減少（２４％減）

通常期の９６％
まで回復

出典：鹿児島県警提供

③国道3号
（鹿児島北IC～平田橋）

②国道10号
（上本町～仙巌園）

①国道225号
（谷山駅前～天保山）

③国道3号
（鹿児島北IC～平田橋）

②国道10号
（上本町～仙巌園）

①国道225号
（谷山駅前～天保山）

③国道3号
（鹿児島北IC～平田橋）

②国道10号
（上本町～仙巌園）

①国道225号
（谷山駅前～天保山）

②

①

③

②

①

③▽分析対象期間：
通常期：2019.4/1～5/31
緊急事態宣言宣言中： 2020.4/17～5/14
緊急事態宣言後：2020.10/1～10/31

緊急事態
宣言中

通常期

平日朝（7-9時）

緊急事態
宣言後

緊急事態
宣言中

通常期

平日夕（17-19時）

緊急事態
宣言後

緊急事態
宣言中

通常期

休日（7-19時）

緊急事態
宣言後

通常期の９５％
まで回復

通常期の９６％
まで回復

②

①

③



※鹿児島北ICの交通量を掲載

５．コロナ禍における交通状況

〇国道3号・10号・225号における市内流入方向の平均旅行速度は、通勤ラッシュにより朝ピーク時に低下する傾向
〇緊急事態宣言発令中の朝ピーク時は、各国道における交通量が10％程度減少し、平均旅行速度が向上

（４）国道3号・10号・225号における時間帯別速度（市内流入方向）

③国道3号 下り（鹿児島北IC～平田橋）の時間帯別速度（左）と時間帯別交通量（右）

②国道10号 下り（仙巌園前～上本町）の時間帯別速度（左）と時間帯別交通量（右）

①国道225号 下り（谷山駅前～天保山）の時間帯別速度（左）と時間帯別交通量（右）
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○速度分析の対象データ：
①ETC2.0データ

・通常期:2019.4/1～2020..5/31
・緊急事態宣言中:2020.4/17～5/14

○交通量分析の対象データ：
・トラフィックカウンターデータの上下線の時間帯別の総交通量の分析対
象期間の平均値を使用（鹿児島県警提供）
・分析対象期間：
通常期：2019.4/1～5/31、緊急事態宣言中： 2020.4/17～5/14

朝ピークに13％（約660台/時） 減少

朝ピークに10％（約200台/時） 減少

朝ピークに13％（約340台/時） 減少

緊急事態宣言中：朝ピーク平均20.8km/h（+3.5km/h）
通常期：朝ピーク平均17.3km/h

緊急事態宣言中：朝ピーク平均26.0km/h（+8.0km/h）
通常期：朝ピーク平均18.0km/h

緊急事態宣言中：朝ピーク平均25.6km/h（+6.9km/h）
通常期：朝ピーク平均18.7km/h

③国道3号
（鹿児島北IC～平田橋）

下り延長約4.9km

鹿児島北IC

平田橋

3

仙巌園前

上本町

225

谷山駅前

天保山

産業道路入口

②国道10号
（上本町～仙巌園）
下り延長約2.7km

①国道225号
（谷山駅前～天保山）

下り延長約13km

※産業道路入口交差点の交通量を掲載

※仙巌園前交差点の交通量を掲載

10

朝ピーク
速度向上

朝ピーク
速度向上

朝ピーク
速度向上

時間帯別交通量時間帯別速度



５．コロナ禍における交通状況

〇国道3号・10号・225号における市内流出方向の平均旅行速度は、帰宅ラッシュにより夕ピーク時に低下する傾向
〇緊急事態宣言発令中の夕ピーク時は、各国道における交通量が10％程度減少し、平均旅行速度が向上

（４）国道3号・10号・225号における時間帯別速度（市内流出方向）

③国道3号 上り（平田橋～鹿児島北IC ）の時間帯別速度（左）と時間帯別交通量（右）

①国道225号 上り（天保山～谷山駅前）の時間帯別速度（左）と時間帯別交通量（右）
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②国道10号 上り（上本町～仙巌園前）の時間帯別速度（左）と時間帯別交通量（右）

夕ピークに14％（約640台/時） 減少

夕ピークに8％（約160台/時） 減少

夕ピークに10％（約240台/時） 減少

緊急事態宣言中：夕ピーク平均21.7km/h（+4.3km/h）
通常期：夕ピーク平均17.4km/h

緊急事態宣言中：夕ピーク平均28.8km/h（+5.4km/h）
通常期：夕ピーク平均23.4km/h

緊急事態宣言中：夕ピーク平均24.3km/h（+4.3km/h）
通常期：夕ピーク平均20.0km/h

※鹿児島北ICの交通量を掲載

※産業道路入口交差点の交通量を掲載

※仙巌園前交差点の交通量を掲載

○速度分析の対象データ：
①ETC2.0データ

・通常期:2019.4/1～2020..5/31
・緊急事態宣言中:2020.4/17～5/14

③国道3号
（平田橋～鹿児島北IC）

上り延長約4.9km

鹿児島北IC

平田橋

3

仙巌園前

上本町

225

谷山駅前

天保山

産業道路入口

②国道10号
（仙巌園～上本町）
上り延長約2.7km

①国道225号
（天保山～谷山駅前）

上り延長約13km

10

夕ピーク
速度向上

夕ピーク
速度向上

夕ピーク
速度向上

○交通量分析の対象データ：
・トラフィックカウンターデータの上下線の時間帯別の総交通量の分析対
象期間の平均値を使用（鹿児島県警提供）
・分析対象期間：
通常期：2019.4/1～5/31、緊急事態宣言中： 2020.4/17～5/14

時間帯別交通量時間帯別速度



５．コロナ禍における交通状況
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（５）まとめ

鹿児島県および渋滞箇所123箇所における交通量と旅行速度の変化

• 緊急事態宣言中の主要渋滞箇所では、旅行速度が20km以上となる箇所が8～16ポイント増加し、全体的
に旅行速度が向上

• 一般国道における交通量は、平日で最大18%減少し、連休では最大37%減少
• 緊急事態宣言の解除後は、交通量や旅行速度は、緊急事態宣言前の元水準まで戻り傾向

国道３・１０・２２５号（鹿児島市）における交通量と旅行速度の変化

• 緊急事態宣言中の朝夕ピークは、国道3・10・225号において交通量が10%程度減少し、旅行速度が向上
• 特に朝ピーク時の通勤ラッシュ（市内流入方向）の平均旅行速度が20km/h未満から20km/h以上へ向上

• 緊急事態宣言解除後は、交通量および旅行速度が元水準に戻り傾向であり、引き続き渋滞対策が必要
• 渋滞の緩和が確認された主要渋滞箇所に付いては、ビッグデータ等の活用により交通状況を分析するこ

とで、交通需要マネジメント（TDM）による渋滞緩和の可能性を検討していく

コロナ禍における交通状況を踏まえた渋滞対策の検討

（６）今後の対応方針

• 新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言により、交通流動に変化が見られ新しい生活様式に変化した
ことで、鹿児島県内の主要渋滞箇所において、渋滞の緩和が確認された



3 伊敷ニュータウン⼊⼝ ⿅児島市 緩和 -8.8% ○ ○ ○

3 下伊敷 ⿅児島市 緩和 -8.0% ○ ○ ○

3 ⼥⼦校前⼊⼝ ⿅児島市 緩和 -6.9% ○ ○ ○

3 護国神社⼊⼝ ⿅児島市 緩和 -6.9% ○ ○ ○

3 仮）草牟⽥２ ⿅児島市 解消 -6.9% ○ ○ ○

3 新上橋 ⿅児島市 緩和 -6.9% ○ ○ ○

3 照国神社前 ⿅児島市 緩和 -12.9% ○ ○

3 川内駅 薩摩川内市 緩和 -9.4% ○ ○

10 ⽇⽊⼭ 姶良市 緩和 -13.0% ○ ○

10 加治⽊朝⽇町 姶良市 緩和 -12.9% ○ ○

10 森南 姶良市 緩和 -11.5% ○ ○

10 仮）国道10号脇元合流部 姶良市 解消 -4.6% ○ ○ ○

10 柳町 ⿅児島市 緩和 -12.8% ○ ○ ○

10 市役所⼊⼝ ⿅児島市 緩和 -12.8% ○ ○ ○

10 中央公⺠館前 ⿅児島市 緩和 -12.8% ○ ○ ○

225 天保⼭ ⿅児島市 緩和 -12.8% ○ ○ ○

225 浜橋北⼝ ⿅児島市 緩和 -12.8% ○ ○ ○

225 競技場前 ⿅児島市 緩和 -12.8% ○ ○ ○

225 産業道路⼊⼝ ⿅児島市 緩和 -12.6% ○ ○ ○

225 鶴ヶ崎⼊⼝ ⿅児島市 緩和 -12.8% ○ ○ ○

225 ⼆軒茶屋 ⿅児島市 緩和 -12.8% ○ ○ ○

225 ⾦属団地⼊⼝ ⿅児島市 緩和 -12.8% ○ ○ ○

225 ⾕⼭駅前 ⿅児島市 緩和 -12.8% ○ ○ ○

市町村 渋滞状況 バス
利⽤促進

時差出勤・在
宅勤務

緊急事態宣⾔中
平⽇ピーク時

時間交通量減少割合

TDM施策の実施
路線 交差点名 市電・JR

利⽤促進
経路変更

交通量減少率
10%以下

６．コロナ禍の交通状況をふまえた渋滞対策

（１）交通需要マネジメント（TDM施策）の具体対策候補箇所の設定

○緊急事態宣言中の渋滞状況は、直轄国道の主要渋滞箇所５６箇所のうち２箇所が解消、２１箇所が緩和、３３箇所が変化無し
○緊急事態宣言中の渋滞緩和状況と交通量変化状況を踏まえ、下記視点でTDM施策の効果が期待される箇所を選定

・交通量減少率が比較的小さくても（0～10％減）渋滞解消が図られるほか、ICが隣接し有料道路利用促進が可能⇒仮）国道10号脇元合流部を選定
・公共交通が充実し利便性が高く、利用促進により速度改善が期待できる ⇒バス・市電・JRが並走している国道225号の「二軒茶屋」を選定

TDM施策案 TDM施策効果があると考えられる箇所選定の考え方

・公共交通の利用促進 多くの公共交通手段(バス・市電・JR)があり、公共交通への利用転換により交通量削減が可能と考えられる箇所を選定

・有料道路の利用促進 近くにインターチェンジがあり、経路変更が可能な箇所を選定 （姶良市方面から鹿児島市方面への通勤時の九州自動車道の利用を促進）

・時差出勤・フレックスタイム 緊急事態宣言時に時差出勤等が一定の割合で実施されていることから、自動車通勤利用の多い路線の箇所を選定

◇TDM施策の検討箇所の選定

直轄国道の主要渋滞箇所56箇所
（主要渋滞箇所123箇所）

解消

緩和

変化無し

緊
急
事
態
宣
言
中
の
渋
滞
状
況

◇全方向の速度が20km/h以上に変化

◇20km/h未満の方向数が減少

◇20km未満の方向に変化が
無く、交通量が減少

：2箇所

：21箇所

25

TDM施策
を検討

引き続き
渋滞対策
を検討

：３３箇所

緊急事態宣言中の交通状況に応じて分類

・・・



６．コロナ禍の交通状況をふまえた渋滞対策

鹿児島エリアのソフト施策（案）の概要

○鹿児島市エリアにおいて実施・検討されているソフト施策（案）に関して、各案の取組上の課題と取組状況は、以下の通りである。
〇以下の５、６、７について、関係機関で連携・協議により、 TDM施策として具体の検討を進めていく。

大分類 番号 ソフト施策 取組内容 取組上の課題と取組状況

手段
変更

1 パークアンドライド
・自動車からバス・電車への乗り換えにより交通手段を転換
・大型商業施設などを活用

・令和元年11月1日～令和2年1月31日社会
実験実施
・他地域への展開について検討が必要

2 サイクルアンドライド
・自転車からバス・電車への乗り換えにより交通手段を転換
・利用者に対し、駐輪場代や定期代の割引き等を実施
・駐輪場が大きい宇宿駅、谷山駅、慈眼寺駅、坂之上駅、谷山電停等を活用

・ニーズに応じた駐輪場の確保とアクセスの
良い公共交通が必要

3
コミュニティサイクルの
拡大

・自動車から自転車を利用したバス・電車への乗り換えによる交通手段の転換
・利用者に対し、自転車利用料の割引き等を実施
・商業施設や臨海地区の従業地に近い谷山駅や宇宿駅、イオン等の大型商
業施設に設置し、クルーズ船等の観光渋滞対策にも寄与

・コミュニティサイクル「かごりん」の拡充は
取り組まれているが、鹿児島南部エリアまで
普及していないため、新たなポートの設置
が必要

4 エコ通勤の拡充

・鹿児島県実施のエコ通勤の強化期間設定の拡充により交通手段転換を促進
・割引適用路線の拡大（JRなど）、実施曜日の拡大（金曜日など）等を推進
・登録者数の多い（貢献度の大きい）企業にはインセンティブとして、市営バス
等の広告掲載やＨＰ掲載実施などで取り組みを拡大

・現状の取組では、民間企業の参加が少な
く、民間企業が参加しやすい環境作りが必
要

５
公共交通の利用促進
（利便性向上）

・公共交通の利用促進により、朝夕の交通渋滞緩和を図る
・地域公共交通活性化再生法が改正される
・鹿児島市公共交通ビジョンは本法制度に基づき見直しが行われる

・公共交通利用を促すための情報提供検討
・鹿児島市や鹿児島国道事務所が実施した
公共交通に関するニーズ調査結果を共有し、
必要に応じて計画に反映していく

経路
変更

６ 有料道路の利用促進
・有料道路の利用促進により、

一般道路からの交通転換を図る

・桜島スマートICの利用案内（平成31年3月
30日に下り入口が開通）
・料金割引などに関する情報提供を検討

車利用
の

見直し

７
時差出勤・フレックスタ
イム

・国・県・市等を中心とした時差出勤により
時間分散を図る

・時差出勤を促すための情報提供検討
・各機関・企業で時差出勤の対応した勤務
制度の整備が必要

８ 相乗り促進
・企業に対し相乗り通勤制度導入を促進し、交通量を削減
・インセンティブとして、市営バス等の広告掲載やＨＰ掲載を実施
・その他取り組みと合わせて実施も検討

・各企業で取り組みを促進する制度の整備
が必要

（２）鹿児島におけるソフト施策（案）の一覧表

仮）国道10号脇元合流部

二軒茶屋

二軒茶屋

：TDM施策の検討箇所
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仮）国道10号脇元合流部



番号 TDM施策 実施想定箇所

５ 公共交通の利用促進 国道225号 - 二軒茶屋交差点

６ 有料道路の利用促進
国道10号 - 仮)国道10号脇元合流部
九州縦貫道（桜島スマートIC活用）

７ 時差出勤・フレックスタイム
国道225号 - 二軒茶屋交差点）
国道10号 - 仮)国道10号脇元合流部

鹿児島市
エリア 27

６．コロナ禍の交通状況をふまえた渋滞対策

（３）実施検討するTDM施策（案）と対象位置図

二軒茶屋
交差点

姶良市
エリア

桜島
スマートIC姶良IC

加治木IC

Ｎ

Ｎ

仮）国道10号
脇元合流部交差点

谷山電停



現地状況

箇所住所 鹿児島県姶良市脇元

箇所図

渋滞要因

◆渋滞要因の概要

６．コロナ禍の交通状況をふまえた渋滞対策

（４）国道10号 仮）国道10号脇元合流部におけるTDM施策の実施検討（経路案内、時差出勤）

＜拡大図＞

＜位置図＞

至
鹿
児
島
市

至
住宅街

至
霧島市

６ 姶良市

３

至
鹿
児
島
市

２

１

鹿児島市方面への交通集中により、合流
部を起点とした渋滞が発生＜平日朝＞

R1.10.11（金）6時30分

コロナ禍における交通状況

28

写真

▽コロナ禍の交通量の変化（平日ピーク） ▽コロナ禍の旅行速度の変化（平日朝ピーク）

4.6%減

20km/h以上
に向上

緊急事態宣言中は、平日ピーク時の交通量が減少 緊急事態宣言中は、平日朝ピーク時の姶良市から鹿児島市方向の
旅行速度が向上 ⇒全方向で20km/h以上となり渋滞が解消

２

１

３
Ｎ

Ｎ
※交通量（台/h ） ：
センサス対象道路の平日ピーク時交通量
※ピーク時：
朝（7～8 時台の平均）と夕（17～18 時台
の平均）の多い方を採用

至
住宅街

至
霧島市

Ｎ

交通量（台/h ）

姶良市から鹿児島市内方面行き
（朝の通勤ラッシュ）



コロナ禍における交通状況

渋滞要因

◆渋滞要因の概要

現地状況

箇所住所 鹿児島県鹿児島市新栄町

箇所図

６．コロナ禍の交通状況をふまえた渋滞対策

（５）国道225号 二軒茶屋交差点におけるTDM施策の実施検討（時差出勤、公共交通利用促進）
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コロナ禍の交通量の変化（平日ピーク） コロナ禍の旅行速度の変化（平日朝ピーク）

12.8%減

緊急事態宣言中は、平日ピーク時の交通量が減少 緊急事態宣言中は、平日朝ピーク時の鹿児島市街地方向の旅行速度が向上
⇒鹿児島市街地方向で20km/h以上となり渋滞が緩和

※交通量（台/h ） ：
センサス対象道路の平日ピーク時交通量
※ピーク時：
朝（7～8 時台の平均）と夕（17～18 時台
の平均）の多い方を採用

交通量（台/h ）

＜拡大図＞

＜位置図＞

至 南九州市

至 鹿児島市街地

６ 姶良市２ 鹿児島市中部

至
県
道

217
号
線

Ｎ

３

至
九
州
市

２

国道225号は鹿児島市中心を南北に通
過する主要幹線道路であり、交通集中に
より、渋滞が発生。

R1.10.11（金）6時30分

１

至
鹿
児
島
市
街
地

20km/h以上
に向上

鹿児島市街地方面行き
（朝の通勤ラッシュ）



６．コロナ禍の交通状況をふまえた渋滞対策

（６）公共交通の利用促進

●公共交通利用促進（事例）●国道225号の時間帯別の所要時間（坂之上～天文館（いづろ中央交差点））

○国道225号における公共交通と自動車の所要時間を比較すると、朝ピーク（7:15～8:15）や夕ピーク（17:30～18:30）において、自動車よりも
公共交通の方が所要時間が10～12分短い

⇒公共交通の利用促進・利便性向上を図るための情報提供を今後検討

：延長12.5km

30

7:15〜8:15では
所要時間が約52分

17:30〜18:30では
所要時間が約47分

公共交通（JRと市電）では
朝・夕ピーク時でも所要時間は約37～40分
であり自動車より短い

※出典：NAVITIMEおよびETC2.0データ（R2.10-1～10/31）

公共交通の利⽤促進を図るた
めの広報資料等を検討
（バスの所要時間情報やバス
利⽤の利点情報を提供）

△公共交通利⽤促進の広報資料（⿃取県、⿃取市）

所要時間
12分短縮

公共交通の
所要時間
約37分

（夕ピーク）

所要時間
10分短縮

ＪＲ坂之上駅：7:43発
ＪＲ鹿児島中央駅：8:05着

ＪＲ鹿児島中央駅：8:05発
鹿児島中央駅前：8:12着

鹿児島中央駅前：8:15発
天文館通：8:23着

ＪＲ

市電

徒歩

▽朝ピークの公共交通の所要時間

ＪＲ鹿児島中央駅：18:48発
ＪＲ坂之上駅：19:07着

鹿児島中央駅前：18:40発
ＪＲ鹿児島中央駅：18:47着

天文館通：18:30発
鹿児島中央駅前：18:40着

ＪＲ

市電

徒歩

▽夕ピークの公共交通の所要時間

公共交通の
所要時間
約40分

（朝ピーク）



６．コロナ禍の交通状況をふまえた渋滞対策

（７） 有料道路の利用促進（桜島スマートICを活用した九州自動車道への経路案内）

●九州自動車道への経路変更による所要時間短縮効果

・

●経路変更案内による所要時間短縮の情報提供（事例）

▲姶良市から鹿児島市内への経路

▲経路変更による所要時間の差（国道10号及び九州自動車道経由）

○朝ピーク時（7時～8時台）の九州自動車道経由の所要時間は、国道10号経由と比較し約21分短縮（7:00～8:00）

⇒桜島スマートICを利用した通勤経路変更案内を検討

▽経路案内の取り組み事例（松山河川国道事務所）

31

※出典：ETC2.0データ（R2.10-1～10/31）

九州⾃動⾞道の割引サービス
についての広報資料等を検討

▽高速道路割引の取り組み事例（NEXCO西日本HP）

並⾏路線への交通転換を図るために、チ
ラシ・横断幕・路上看板・道路情報板で
経路誘導を周知7～8時では

桜島スマートIC経由が約21分短縮

国道１０号経由 7：00～8：00では所要時間が約59分

桜島スマートIC経由 7：00～8：00では所要時間が約38分



６．コロナ禍の交通状況をふまえた渋滞対策

（８）時差出勤・フレックスタイム

△ 時差出勤利⽤促進の広報資料（岡⼭国道事務所）

●国道225号の時間帯別の所要時間（坂之上 →天文館（いづろ中央交差点）） ●時差出勤の推進（事例）

32

○国道225号（坂之上～天文館区間）における時間帯別の所要時間の分析から、朝ピーク（7～8時台）を避ければ所要時間短縮が見込める
⇒時差出勤の推進施策を今後検討

7:15〜8:15では
所要時間が約52分

9:00〜10:00では
所要時間が約33分

※出典：ETC2.0データ（R2.10-1～10/31）

：延長12.5km

6:00〜7:00では
所要時間が約28分

15分単位速度（所要時間）
を整理し、具体的に何時頃に
移動すれば渋滞にを避けた通
勤が可能かを明⽰することで、
時差出勤を促進

6:00〜7:00では
所要時間が約41分

9:00〜10:00では
所要時間が約39分

7:00〜8:00では
所要時間が約60分

：延長20.9km●国道10号の時間帯別の所要時間（姶良市役所 →鹿児島中央駅）

※出典：ETC2.0データ（R2.10-1～10/31）

9時台に出発すると
所要時間が約19分短縮

9時台に出発すると
所要時間が約21分短縮
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７．次回鹿児島県交通渋滞対策協議会に向けた検討項目

①主要渋滞箇所の最新データによる交通状況のモニタリング
⇒最新データおよびコロナ禍のデータによる主要渋滞箇所の速度変化状況の整理【国】

②主要渋滞箇所及び道路利用団体要望箇所における対策
⇒対策メニュー（ピンポイント渋滞対策等）の検討【国、県、市】

＜次回鹿児島県交通渋滞対策協議会に向けた主な検討内容＞

※【】内は主な検討主体

③交通需要マネジメント（TDM）施策の検討
⇒公共交通利用促進、有料道路利用促進、時差出勤など【国、県、市、NEXCO】


